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「結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋 )

宇■1防■iビ|1針 ヤ,鳥曇1' 議|1論■|の■|‐視|■点

第|■■原 1因|の究‐明||

― 基本的考え方

国並びに都道府県、保健所を設置する市
及び特別区 (以下「都道府県等」とい
う。)に おいては、結核に関する情報の収
集及び分析並びに公表を進めるととも
に、海外の結核発生情報の収集にういて
は、関係機関との連携の下に進めていく
ことが重要である。

○感染症発
動向調査事業
【補助金】
(結核を含

む)

二 結核発生動向調査の体制等の充実強化

結核の発生状況は、法による届出や入退
院報告、医療費公費負担申請等を基にし
た発生動向調査によ り把握 されている。
結核の発生動向情報は、まん延状況の監
視情報のほか、発見方法、発見の遅れ、
診断の質、治療の内容や成功率、入院期
間等の結核対策評価に関する重要な情報
を含むものであるため、都道府県等は、
地方結核「 感染症サーベイランス委員会
の定期的な開催や、発生動向調査のデー
タ処理に従事する職員の研修等を通 じ
て、確実な情報の把握及び処理その他精
度の向上に努める必要がある。

差改善等事業
【結核研究所

国庫補助事
業】
(～ H20)

○結核登録者
情報提供等事
業 【結核研究
所国庫補助事
業】
(H21～ )

☆都道府県等において、
方結核・感染症サーベイラ
ンス委員会の定期的な開催
や、発生動向調査のデータ
処理に従事する職員の研修
等、確実な情報の把握及び
処理その他制度の向上が図
られているか。
☆発生動向調査について
は、入:力 率が低い項 目があ
る等の課題を踏まえて、質
の向上、効率的活用のた
め、入力項 目の見直 しが必
要か。   t
☆耐性結核対策の強化、 リ
スクグループの洗い出 し等
を目的として、病原体サー
ベイランス (薬剤耐性及び
分子疫学的調査)の体制構
築について検討することが
必要か。



感 染症 の発 生動 向調 査 (サーベイランス )につ いて

感染症法 (第 12条及び第14条)に基づき、診断医療機関から保健所へ届出のあつ
た情報について、保健所から都道府県庁、厚生労働省を結ぶオンラインシステ
ムを活用して収集し、専門家による解析を行い、国民、医療関係者へ還元 (提

供・公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様な
感染症の発生“拡大を防止するもの。

1.患者 発 生サーベイランス

(1)法第12条に基づく医師の届出(全数) 結核を含む76疾患
○ 周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合
○ 発生数が希少な感染症のため、定点方式での正確な傾向把握が不可能
な場合

(2)法第14条に基づく指定届出機関(※ )の管理者の届出(定点)

結核を含む25疾患
○ 発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する
必要がない場合

※発生の状況の届出を担当させる病院及び診療所を都道府県が指定

感染症法第 12条及び第 14条に基づく感染症情報の流れ

情

報

の
提

供

及

び

公
開

○一類感染症t二類感染症 (結核を含む。)、 三類感染症、四類感染症、新
型インフルエンザ等感染症及び五類感染症 (全数把握対象疾患)の患者等を
診断 した医師

届出

(第 12条 )

○指定届出機関の管理者

当該医療機関の医師が五類感染症 (定 点把握

対象疾患)の患者等を診断 した場合

地方感染症情報センター
・都道府県内等の患者情報t病原体情報の解析

=…
……… 」 都 道 府 県 庁

厚  生  労  働  省
国立感染症研究所 (感染症情報センター )

図中①:保健所を設置する市又は特別区が存在する場合
図中②:都道府県が直接保健所を設置している場合

2.



(参考 )

病原体サニベイランスについて

患者発生サ〒ベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分離・

同定し、病原体の動向を監視するもの。感染症発生動向調査事業 (予算事業)として実
施。

○全数把握の疾病 (結核など)

:医師から患者発生届出を受けた保健所は、必要に応じて、病原体検査のため
い     の検体及び病原体情報について地方衛生研究所べの提供依頼を行う。

口診断した医師は、協力可能な範囲において地方衛生研究所に検体を送付する。

○定点把握の疾病
・都道府県は、病原体の分離等の検査情報を収集するため、患者定点として選定
された医療機関の中から病原体定点を選定する。

・選定された医療機関は、検体を採取し地方衛生研究所に送付する。

※地方衛生研究所は、患者が一類感染症と診断されている場合、都道府県域を
超えて集団発生があった場合等は、検体を国立感染症研究所に送付する



感染症 チーバイラメ システス〔NESID)概要

NESID
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都道府県 。政令市
地方感染症情報センター

疑い症例調査支援システム

感染症発生動向調査システ
(結核含む)

}li病原体検出情報システム

感染症流行予測調査システム

厚生労働省本省

医療機関

運1用 1管■理

・VVISH
厚生労働行政総合情報システム。厚生労働省、国立感染症研究所、地方自治体本庁、保健所等との間で各種情報処理を行うため
の情報システム。

・LCWAN
地方自治体のLANを相互接続した広域ネットワーク。霞が関WAN(各省庁のLANを結ぶ省庁間ネットワーク)も接続されている。

"一

～

タ タ ガ

"∽

″    [結 核 関 連 )

インフルエンザ流行レベルマップ

結核登録者情報システム

顆 写卵鶉了運用

感染1症発1生動向1調査システム

医療機関から保健所へ届出のあつた感染症情報について、保健所から都
道府県庁、感染症研究所、厚生労働本省を結ぶ本システムを活用して迅速
に収集し、専Pヨ 家による解析を行い、国民、医療関係者等へ還元 (提供 =

公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様
な感染症の発生|・ 拡大を防止する。

○全数把握対象疾病報告・還元     ○定点l巴握対象疾病 (週報)報告 還元

○定点把握対象疾病 (月報)報告・還元  ○インフルエ ンザ関連死亡者数報告・還元

○厚生労働省指定疾病等報告 還元    ○動物の感染症報告・還元

○白治体
~o文

嫁 疾病報告・還元               ‐

結核登録者情蒔 ..ム

保健所における結核登録者の管理、患者の治療支援に必要な
情報を管理し、保健所の結核対策を支援することもに、結核の
流行状況の把握や対策評価に必要な情報を国に報告し、国や自
治体で共有することにより結核対策を推進するためのシステム。
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疫学‐構華程センター

‖OM菫  1 継ぶの統計
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: 縦ギ:姦業セン斎一からの構銭 1 繊該じ一ベイランス : 殿ゲ饉業センター(こ つい電

結核登録者情報システム

結核研究所疫学情報センター

大森正子

疫撃il言暑榛センター

感染症サーベイランスシステム(NESID来 )、 2007年 4月 より

結1核|シ|ステ|ム

疫学」責:ミトセンター

(1)感染症発生動向調査サブ
システム

(2)感染症疑い症例情報報
告システム

(3)結核登録者情報システム

(4)病原体検出情報システム

(5)感染症流行予測調査シス

テム

(6)症状群別サ下ベイランス

システム

:洋暑
|三:結マ1糧)

雲滉暑
感染症システム内にはあるが、

独立した大きなシステム

*National Epidemiological Surveillance of lnfectious Disease
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結核登録者情報システムの構造(2007年より)
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